
議案第２５号  

 

   平成３０年度大口町一般会計予算 

 

 平成３０年度大口町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，０００，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１３条第

１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 

繰越明許費」による。 

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３

００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成３０年２月２８日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　歳　入

（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

  1 町税 5,340,164

  1 町民税 2,232,100

  2 固定資産税 2,875,664

  3 軽自動車税 52,400

  4 町たばこ税 180,000

  2 地方譲与税 93,000

  1 地方揮発油譲与税 25,000

  2 自動車重量譲与税 68,000

  3 利子割交付金 4,800

  1 利子割交付金 4,800

  4 配当割交付金 22,000

  1 配当割交付金 22,000

  5 株式等譲渡所得割交付金 17,000

  1 株式等譲渡所得割交付金 17,000

  6 地方消費税交付金 575,000

  1 地方消費税交付金 575,000

  7 自動車取得税交付金 53,000

  1 自動車取得税交付金 53,000

  8 地方特例交付金 30,000

  1 地方特例交付金 30,000

  9 地方交付税 20,000

  1 地方交付税 20,000

－1－



（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

 10 交通安全対策特別交付金 5,600

  1 交通安全対策特別交付金 5,600

 11 分担金及び負担金 29,079

  1 負担金 29,079

 12 使用料及び手数料 153,449

  1 使用料 131,660

  2 手数料 21,789

 13 国庫支出金 630,296

  1 国庫負担金 517,092

  2 国庫補助金 108,270

  3 委託金 4,934

 14 県支出金 475,349

  1 県負担金 228,911

  2 県補助金 190,763

  3 委託金 55,127

  4 県交付金 548

 15 財産収入 3,197

  1 財産運用収入 1,943

  2 財産売払収入 1,254

 16 寄附金 5,651

  1 寄附金 5,651

 17 繰入金 722,824

－2－



（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

  1 基金繰入金 722,823

  2 特別会計繰入金 1

 18 繰越金 100,000

  1 繰越金 100,000

 19 諸収入 519,591

  1 延滞金、加算金及び過料 3,500

  2 貸付金元利収入 45,000

  3 雑入 470,891

  4 町預金利子 200

 20 町債 200,000

  1 町債 200,000

　 　 歳 入 合 計 　 　 9,000,000

－3－



　歳　出

（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

  1 議会費 133,964

  1 議会費 133,964

  2 総務費 1,531,762

  1 総務管理費 1,303,915

  2 徴税費 154,181

  3 戸籍住民基本台帳費 43,552

  4 選挙費 18,542

  5 統計調査費 1,579

  6 監査委員費 9,993

  3 民生費 2,718,755

  1 社会福祉費 1,489,817

  2 児童福祉費 1,228,838

  3 災害救助費 100

  4 衛生費 755,643

  1 保健衛生費 419,763

  2 清掃費 335,880

  5 労働費 4,264

  1 労働諸費 4,264

  6 農業費 133,086

  1 農業費 133,086

  7 商工費 190,324

  1 商工費 190,324

－4－



（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

  8 土木費 1,702,170

  1 土木整備費 721,117

  2 土木管理費 167,009

  4 都市計画費 809,181

  5 住宅費 4,863

  9 消防費 410,714

  1 消防費 410,714

 10 教育費 1,203,373

  1 教育総務費 97,124

  2 小学校費 153,220

  3 中学校費 92,447

  4 学校給食費 210,332

  5 社会教育費 503,503

  6 保健体育費 146,747

 11 災害復旧費 1

  1 公共公用施設災害復旧費 1

 12 公債費 200,943

  1 公債費 200,943

 13 諸支出金 1

  1 普通財産取得費 1

 14 予備費 15,000

  1 予備費 15,000

－5－



（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　　

　 　 歳 出 合 計 　 　 9,000,000

－6－



 

第 ２ 表  繰 越 明 許 費 

 

款 項 事 業 名 金  額 

２ 総務費 ４ 選挙費 

町議会議員一般 

選挙事業 

千円 

３，００３ 

 

３ 民生費 １ 社会福祉費 高齢者福祉事業 

 

１，２５０ 

 

７ 商工費 １ 商工費 環境共生事業 ５，９１２ 

９ 消防費 １ 消防費 災害対策事業 ６００ 

 

  

 

－7－



 

第 ３ 表  地 方 債 

 

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利   率 

地方道路等整備事業

債 

千円 

 

 

２００，０００ 

普 通 貸 借  

 

１．０％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れる

政府資金について、利率の

見直しを行った後において

は、当該利率見直し後の利

率） 

計 ２００，０００   

－8－



 

 

 

償 還 の 方 法 

 

  政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者

と協定するものによる。 

  ただし、町財政の都合により据え置き期間を短縮し、又は繰上償還することが

できる。 

 

 

－9－


